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（
農
林
水
産
委
員
会
）

水
産
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
一
号

（
先
議
）
要
旨

）

漁
業
協
同
組
合
等
に
つ
い
て
は
、
資
源
状
態
の
悪
化
に
よ
る
漁
業
生
産
量
の
減
少
等
我
が
国
水
産
業
を
取
り
巻
く
状
況
が
厳

し
い
中
で
、
水
産
基
本
法
の
基
本
理
念
の
実
現
に
向
け
た
積
極
的
な
役
割
の
発
揮
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
漁
協
系
統
信

用
事
業
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
金
融
情
勢
が
激
変
す
る
中
で
、
今
後
と
も
水
産
業
の
振
興
、
漁
村
地
域
の
経
済
の
発
展
に
的
確

な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
た
め
に
は
、
組
合
員
の
信
頼
に
十
分
応
え
得
る
事
業
・
組
織
体
制
の
確
立
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。

本
法
律
案
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
漁
業
協
同
組
合
の
事
業
、
業
務
執
行
体
制
等
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
漁

協
系
統
信
用
事
業
の
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
改
正

１

漁
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
資
源
管
理
の
取
組
を
促
進
す
る
た
め

「
水
産
資
源
の
管
理
」
を
そ
の
行
う
事
業
の
第
一
番

、

目
に
位
置
付
け
る
ほ
か
、
漁
業
協
同
組
合
等
の
資
源
管
理
規
程
の
対
象
と
し
て
、
組
合
員
が
営
む
遊
漁
船
業
を
加
え
る
こ

と
と
す
る
。
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２

業
務
執
行
体
制
の
強
化
を
図
る
た
め
、
信
用
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
等
に
お
け
る
常
勤
理
事
の
設
置
、
経
営
管
理

委
員
会
制
度
の
選
択
的
導
入
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

３

信
用
事
業
の
健
全
な
運
営
を
図
る
た
め
、
信
用
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
等
の
最
低
出
資
金
額
の
引
上
げ
、
信
用
事

業
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
認
可
制
の
導
入
等
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

二
、
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

漁
協
系
統
信
用
事
業
の
効
率
化
及
び
健
全
化
を
図
る
た
め
、
農
林
中
央
金
庫
の
会
員
で
あ
る
信
用
事
業
を
行
う
漁
業
協
同

組
合
等
を
本
法
の
対
象
に
追
加
し
て
、
農
林
中
央
金
庫
が
、
漁
協
系
統
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
基
本
方
針
を

定
め
、
経
営
改
善
や
組
織
統
合
の
指
導
を
行
う
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
信
用
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
等
か
ら
農
林
中

央
金
庫
へ
の
事
業
譲
渡
の
途
を
開
く
な
ど
漁
協
系
統
全
体
と
し
て
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を
構
築
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
及
び
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
の
一
部
改
正

漁
協
系
統
信
用
事
業
の
再
編
に
対
応
し
て
、
漁
業
信
用
保
証
制
度
の
改
善
を
図
る
た
め
、
貯
金
業
務
を
行
わ
な
い
漁
業
協

同
組
合
等
か
ら
の
貸
付
け
及
び
農
林
漁
業
金
融
公
庫
の
委
託
を
受
け
て
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
等
が
行
う
貸
付
け
を
、

漁
業
信
用
基
金
協
会
の
保
証
対
象
に
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。


